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うえのやま学園 認定こども園 重要事項説明書 

  

当園における幼児教育・保育の提供の開始にあたり，あなたに説明すべき内

容は，次のとおりです。 

  

１ 施設運営主体 

名  称 学校法人 上野山学園 

所 在 地 田辺市古尾１７番１号 

電 話 番 号 ０７３９－２２－３７５１ 

代表者氏名 理事長 細尾 周平 

 

   ２ 利用施設 

施 設 の 種 類 幼保連携型認定こども園 

施 設 の 名 称 うえのやま学園 認定こども園 

施 設 の 所 在 地 田辺市古尾１７番１号 

連  絡  先 電話番号 ０７３９－２２－３７５１ 

ＦＡＸ  ０７３９－２２－７８５１ 

管  理  者 園長 橋本美紀 

対 象 児 童 満３歳以上の小学校就学前児童及び保育を必要とする満３

歳未満の乳幼児 

利 用 定 員 ＜１号認定子ども＞ 

 満３歳以上の小学校就学前児童のうち，２号認定子ども

以外の児童                ６０人 

＜２号認定子ども＞ 

 満３歳以上の小学校就学前児童のうち，保育を必要とす

る児童                  ７５人 

＜３号認定子ども＞ 

満３歳未満で保育を必要とする児童     ４５人 

開 設 年 月 日 平成２７年 ４月 １日 

 

３ 施設の目的・運営方針 

  当園は，幼児期における教育・保育を，生涯にわたる人格形成の基礎を培

う重要なものであると位置付け，以下の運営方針に基づき幼児教育・保育を

一体的に提供してまいります。 

 ⑴ 園児の健やかな成長が図れるよう，その心身の発達を助長するとともに，

必要に応じ，保護者に対して子育てに関する悩み・相談に対応できる体制

を構築します。 

 ⑵ 園児との信頼関係を十分に築き，園児が自ら安心して環境にかかわりそ
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の活動が豊かに展開されるよう環境を整え，園児と共によりよい教育及び

保育の環境を創造するよう努めます。 

 ⑶ 教育方針 

自身の心身を、主体性・豊かな感性をもって健康に育むために、『良い出会

い』『活発な活動』『大人も成長』という教育活動の基本方針を定めます。 

①「一人一人を心から受け入れ、はじめて出会う様々なものに『良い出

会い』をします。 

②「知育・情育・体育の調和のとれた教育環境を整え、一人一人の個性

や状況に応じて『活発な活動』を行います。 

③職員や関わる周囲の大人も正直で素直にお手本となり『大人も成長す

る』ことで子どもの成長に関わります。 

 ⑷ 保育目標とする子どもの姿 

①好奇心旺盛で、人に対して愛情と信頼を持つ子 

②元気で活発、感性豊かな子 

③素直で正直で、協調性のある子 

 

４ 当園における施設・設備等の概要 

（１）施 設 

敷 地 敷地全体 ２３５２．７７㎡ 

園庭 ９６９．６０㎡ 

園 舎 構 造 鉄骨造及び木造 

延べ面積 ９０８．７９㎡ 

 

（２）主な設備 

設備 部屋数 備  考 

乳児室 １室 ０歳児保育室 

ほふく室 １室 １歳児保育室 

保育室 ８室 ２～５歳児保育室 

遊戯室兼保育室 １室  

調理室 １室  

職員室兼保健室 １室  

園長室兼相談室 １室  

教材器具倉庫室 ４室  

トイレシャワー室 ７室  
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５ 職員の設置状況 

職 種 員数 備考 

園長 １名  

教頭   

主幹保育教諭 １名  

指導保育教諭 １名  

保育教諭 
２3名 

及び保育士、幼稚園教

諭 

養護教諭 名  

栄養士 嘱託１名  

調理員 ３名  

事務職員 ３名  

補助職員 3名  

バス運転士 ３名  

バス添乗員 名  

 ※ 当園では，「児童福祉法に基づく事業及び施設の人員，設備及び運営に関

する基準」に定める基準に基づき，幼児教育・保育の提供に必要な職種に

ついて，上記に記載する員数を上回る職員を配置しています。 

 

 

＜各職種の勤務体系＞ 

職 種 勤務体系 

園長 常勤 

教頭 勤務時間帯（８：００～１７：００） 

主幹保育教諭 勤務時間帯（７：００～１６：００） 

指導保育教諭 勤務時間帯（１０：００～１９：００） 

保育教諭 勤務時間帯（７：００～１６：００） 

     （８：００～１７：００） 

     （１０：００～１９：００） 

養護教諭 勤務時間帯（８：００～１７：００） 

栄養士 嘱託 

調理員 勤務時間帯（８：３０～１６：００） 

※ ローテーションにより，各保育士の勤務日及び勤務時間帯は異なります。 

※ 職務の都合上，上記とは異なる勤務時間帯となることがあります。 
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６ 幼児教育・保育を提供する日 

  お住まいの市町村から受けた支給認定区分ごとに，以下のとおり利用可能

日（休園日）が異なります。 

認定区分 対象者 休園日 

１号認定子ども 満３歳以上の小学校就学前児童

のうち，２号認定子ども以外の

児童  

土曜日，日曜日，祝祭日，

長期休園期間（夏期７月２

１日から８月２５日、冬期

１２月２３日から１月７

日、春期３月２１日から４

月７日），年末年始（１２月

２９日から１月３日）及び

休園日に登園した際の振替

休園（※注） 

２号認定子ども 満３歳以上の小学校就学前児童

のうち，保育を必要とする児童              

日曜日，祝祭日及び年末年

始（１２月２９日から１月

３日） ３号認定子ども 満３歳未満で保育を必要とする

児童 

 （※注）土曜日などの休園日でも，保育が必要な場合は認定こども園が開園

している日は、一時預かりを利用することもできますので御相談ください。

また、長期休園期間及び振替休園日は年間教育計画により変動する。 

 

７ 幼児教育・保育の提供時間 

  お住まいの市町村から受けた支給認定区分ごとに，以下のとおり利用可能

な時間帯が異なります。 

認定区分 教育・保育時間 利用可能時間 

１号認定子ども 教育標準時間 

（概ね４時間程度） 

９時３０分～１４時３０分（※注

１） 

２号認定子ども 

３号認定子ども 

保育標準時間 

（最大１１時間） 

７時～１８時（※注２） 

保育短時間 

（最大８時間） 

８時３０～１６時３０分（※注３） 

 （※注１）１４時３０分を超えて保育を必要とされる場合は，一時預かり事

業を利用することもできますので御相談ください（別途用者負担が必要

となります）。 

    また，最終当園時間は９時３０分となっております。都合によりやむ

を得ない場合を除き，９時３０分までに登園していただきますようお願

いします。 

 （※注２）７時から１８時までの範囲内で，保育を必要とする時間となりま
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す（実際に保育を提供する日及び時間帯は，就労時間その他保育を必要

とする時間を勘案し，当園との協議のうえで保護者ごとに個別に決定さ

せていただきます）。 

    なお，７時から１８時までの範囲以外の時間帯において，やむを得な

い理由により保育が必要な場合は，１９時までの範囲内で，時間外保育

を提供いたします（時間外保育の利用に当たっては，市町村にお支払い

いただく通常の保育料の他に，別途利用者負担が必要となります）。 

    また，最終当園時間は９時３０分となっております。都合によりやむ

を得ない場合を除き，９時３０分までに登園していただきますようお願

いします。 

 （※注３）８時３０から１６時３０分までの範囲内で，保育を必要とする時

間となります（実際に保育を提供する日及び時間帯は，就労時間その他

保育を必要とする時間を勘案し，当園との協議のうえで保護者ごとに個

別に決定します）。 

    なお，８時３０分から１６時３０分までの範囲以外の時間帯において，

やむを得ない理由により保育が必要な場合は，７時から８時３０分まで

又は１６時３０分から１９時までの範囲内で，時間外保育を提供いたし

ます（時間外保育の利用に当たっては，市町村にお支払いいただく通常

の保育料の他に，別途利用者負担が必要となります）。 

    また，最終当園時間は９時３０分となっております。都合によりやむ

を得ない場合を除き，９時３０分までに登園していただきますようお願

いします。 

 

８ 提供する幼児教育・保育等の内容 

  当園は，幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成２６年４月３０日

内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第１号）を踏まえ，以下の幼児教育・

保育その他の便宜の提供を行います。 

 

 ⑴ 特定教育・保育及び時間外保育の提供 

   上記７に記載する時間において，幼児教育・保育を提供します。 

 

 ⑵ 外部専門講師による補助教育活動（保育料とは別に費用がかかります。） 

   英語教室（０～５歳児）、スイミングスクール（４～５歳児） 

   硬筆教室（５歳児）音楽指導（３～５歳児） 

   以上を共通教育時間において全園児に提供します。 

       

 ⑶ 送迎 

 希望者については，園バスによる送迎を実施します。 

 ただし，通園バスの送迎対象地域は，田辺市、みなべ町、上富田町及び
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白浜町内で概ね運行時間が４５分で往復できる距離の範囲内です。 

 また，通園バスを御利用の場合は，別途利用者負担が必要となります。 

 

 

 ⑷ 食事の提供 

   児童の年齢に応じ，以下の時間帯に食事の提供を行います。 

 午前間食 昼食 午後間食 備考 

０歳児 １０時００分頃 １１時３０分頃 １５時３０分頃  

１歳児 １０時００分頃 １１時３０分頃 １５時３０分頃  

２歳児 １０時００分頃 １１時３０分頃 １５時３０分頃  

３歳児  １１時３０分頃 １５時３０分頃  

４歳児  １１時３０分頃 １５時３０分頃  

５歳児  １１時３０分頃 １５時３０分頃  

  ※ 献立表は毎月別途お知らせします。 

  ※ 食物アレルギー等，体質に合わない食材があればご相談ください。 

 ⑸ その他 

   外部幼児教室を招致し提供します。希望者は外部業者と契約し以下の幼

児教室を受講できます。 

   ＥＣＣジュニア英会話教室、サッカー教室 

 

９ 利用料金 

 ⑴ 特定教育・保育に係る利用者負担（保育料） 

   支給認定証の発行を行った市町村が定める利用者負担額（月額）を当園

にお支払いいただきます。 

   ただし，月の途中で入退所する場合については，在籍日数に応じ日割計

算で算定します。 

 

 ⑵ 保育の提供に要する実費に係る利用者負担金等 

   ⑴に掲げる利用者負担額のほか，別表に掲げる費用を負担していただき

ます。お支払方法については，別途お知らせします。 

 

１０ 利用契約の終了に関する事項 

   当園は，以下の場合には，幼児教育・保育の提供を終了いたします。 

  ⑴ 園児が小学校に就学したとき 

  ⑵ 子ども・子育て支援法第２４条第１項第２号又は第３号の規定により

支給認定が取り消されたとき 

  ⑶ その他，利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき 
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１１ 嘱託医等 

   当園は，以下の医療機関等と嘱託契約を締結しています。 

 

 ⑴ 内科、小児科科 

医療機関の名称 うえはら小児科 

医 院 長 名 上原 俊宏 

所  在  地 田辺市朝日ヶ丘１６－３２ 

電 話 番 号 ０７３９－２６－６０００ 

 

  

⑵ 歯科 

医療機関の名称 わだ歯科クリニック 

医 院 長 名 和田 茂生 

所  在  地 田辺市文里 2丁目 32-3 

電 話 番 号 ０７３９－８１－１１８８ 

 

１２ 緊急時の対応 

   お預かりしている園児に病状急変等の緊急事態が発生した場合には，保

護者の指定する医療機関及び緊急連絡先等へ速やかに連絡を行います。 

   

１３ 要望・苦情等に関する相談窓口 

   当園では，要望・苦情等に係る窓口を以下のとおり設置しています。 

 

当園 

ご利用相談窓口 

・窓口担当者  橋本 直樹 

・ご利用時間  ８：３０～ １８：３０ 

・電話番号   ０７３９－２２－３７５１ 

 Ｆ Ａ Ｘ   ０７３９－２２－７８５１ 

 担当者が不在の場合は，当園職員までお申し出ください。 

  ※ 当園では，上記のほか，園内に要望・苦情等に係る投函箱を設置して

います。 

 

１４ 非常災害時の対策 

非常時の対応 別途に定める，消防計画書により対応いたします。 

園舎の耐火構造 耐火建築物 

防災設備 

・自動火災報知機  有  ・誘 導 灯    有  

・ガス漏れ報知機  有  ・非常警報装置   有 

・非常用電源    有  ・スプリンクラー  無 

・その他，カーテン，壁面，建具等の防炎処理  有 

避難・消火訓練  避難及び消火の訓練は，毎月１回以上実施します。 
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１５ 利用者に対しての保険の種類・保険事故・保険金額 

   当園においては，以下の保険に加入していただきます。 

保険の種類 損保ジャパン 園賠償責任保険 

保険の内容 身体賠償事故の場合（治療費・休業損失・慰謝料など） 

財物賠償事故の場合（修理費・再調達に要する費用など） 

保険金額（補償限度額） 身体賠償事故の場合 １億円 

財物賠償事故の場合 １千万円 

身体・財物共通免責 ２千円 

 ※詳しくは，別途配布する「損保ジャパン 園賠償責任保険のしおり」を御確認ください。 

 

１６ 当園におけるその他の留意事項 

喫煙 当園の敷地内はすべて禁煙です。 

宗教活動，政治活動， 

営利活動 

利用者の思想，信仰は自由ですが，他の利用者に対する

宗教活動，政治活動及び営利活動はご遠慮ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

当園における幼児教育・保育の提供を開始するに当たり，本書面に基づき重

要事項の説明を行いました。 

  

 施設名：うえのやま学園 認定こども園 

 説明者職名：園長      氏名  橋本 美紀 

 

- 

私は，本書面に基づいてうえのやま学園 認定こども園の利用に当たっての

重要事項の説明を受け，同意しました。 

 

   年  月  日 

 

保護者住所： 

 児童氏名 ： 

 保護者氏名：               印 

 児童から見た続柄： 
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別表 

 

１ 全員が対象となるもの 

  特定教育・保育の提供に要する利用者負担金（上乗せ徴収分，実費分） 

項目 内容，負担を求める理由及び目的 金額 

１号認定に係る副食費 副食費について実費負担となるため 月額  ３，６００円 

１号認定に係る主食費 主食費について実費負担となるため 月額   ５６０円 

２号認定に係る副食費 副食費について実費負担となるため 月額  ４，５００円 

２号認定に係る主食費 主食費について実費負担となるため 月額   ７００円 

１号２号３号認定に係る教

材費 

絵本・補助教材について実費負担となるため

（ただし２歳児以上にかぎる） 
月額   ４４０円 

１号２号３号認定に係る 

補助教育活動費 

英語・硬筆・スイミングスクール・音楽活動

ほか教育補助活動について実費負担となるた

め（ただし２歳児以上にかぎる） 

月額    ９００円 

遠足に係る交通費 
公共交通機関（バス等）その他移動手段に要

する経費 

実際に要した経費（実

費） 

行事に係る行事費 
卒園アルバム、集合写真、その他行事に要す

る経費（実費を要したときに限る） 

実際に要した経費（実

費） 

 

２ 該当者（利用者）のみ対象となるもの 

 ⑴ 時間外保育に係る利用者負担金 

  ア ２号３号認定の保育標準時間認定に係る時間外保育料 

    １８：００～１９：００      １００円／１５分 

  イ ２号３号認定の保育短時間認定に係る時間外保育料 

     ７：００～ ８：３０及び 

１６：３０～１９：００   １００円／１５分 

  ウ １号教育標準時間認定に係る時間外保育料 

     

 登園日預かり保育 

    ア）在園時間が、教育時間含め７時間以上 8時間以内 ４００円／１回 

イ）在園時間が、８時間を超え１０時間未満 

     １００円／基本額に加算 

ウ）在園時間が、１０時間以上１１時間未満 

     ２００円／基本額に加算 

エ）在園時間が、１８時を超える  

基本・加算合計額に１００円／１５分 加算 

 

    休園日預かり保育 

    ア）在園時間が、４時間以内    ４００円／１回 
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イ）在園時間が、４時間を超え８時間以内  

１００円／1時間ずつ基本額に加算 

ウ）在園時間が、８時間を超え１０時間未満 ９００円／1回 

エ）在園時間が、１０時間以上１１時間未満 １，０００円／1回 

オ）在園時間が、１８時を超える  

基本・加算合計額に１００円／１５分 加算  

    休園日預かり保育給食   ３５０円／１食 

 

 ⑵ 登園日送迎バス代（往復）        ４，０００円／月額 

   登園日送迎バス代（片道）        ２，０００円／月額 

   休園日送迎バス代     ２，０００円／春休み期間 

                ３，０００円／夏休み期間 

                ２，０００円／冬休み期間 

 

※ 当園は，上記費用の支払を受けた場合は，領収証を交付いたします。 
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個人情報使用同意書 

貴園への入園に当たり、私及び子ども並びにその家族に係る

個人情報について、以下の目的のために必要最小限の範囲内

において使用することに同意します。 

〇小学校への円滑な移行が図れるよう、卒園に当たり入学す

る予定の小学校との間での情報を共有すること 

〇他の保育園（所）等へ転園する場合、その他兄弟等が別の

施設等に在籍する場合において、他の施設との間で必要な連

絡調整を行うこと 

〇緊急時において、病院その他関係機関に対し必要な情報

提供を行うこと 

 

  うえのやま学園 認定こども園 

                     園長  橋本 美紀 あて 

                          年   月   日 

保護者住所 

児童氏名 

保護者氏名                          ㊞ 

児童から見た続柄 

 


